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貸借対照表（平成２３年３月３１日現在） 
（単位：百万円）  

科    目 金    額 科    目 金    額 
（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  
現 金 預 け 金 １５,６４７ 預 金 ８００,３６１ 
 現 金 １４,２４８  当 座 預 金 ２３,１２０ 
 預 け 金 １,３９９  普 通 預 金 ２８１,３０６ 
コ ー ル ロ ー ン １７,７９２  貯 蓄 預 金 １０,６１０ 
買 入 金 銭 債 権 ４３３  通 知 預 金 １,４３４ 
商 品 有 価 証 券 ７７  定 期 預 金 ４７１,３９６ 
 商 品 国 債 ５９  定 期 積 金 ３,９２５ 
 商 品 地 方 債 １８  そ の 他 の 預 金 ８,５６７ 
有 価 証 券 １６３,６２７ 借 用 金 １３,０００ 
 国 債 ５１,６３１  借 入 金 １３,０００ 
 地 方 債 ８５,５５７ 外 国 為 替 １１ 
 社 債 １９,８３５  売 渡 外 国 為 替 ５ 
 株 式 ５,８８５  未 払 外 国 為 替 ６ 
 そ の 他 の 証 券 ７１６ そ の 他 負 債 ３,６９８ 
貸 出 金 ６３４,９７９  未 払 法 人 税 等 ３９ 
 割 引 手 形 ３,５３１  未 払 費 用 ２,１８４ 
 手 形 貸 付 ５１,２６１  前 受 収 益 ２７８ 
 証 書 貸 付 ５４５,６３９  従 業 員 預 り 金 ４０７ 
 当 座 貸 越 ３４,５４７  給 付 補 て ん 備 金 ２ 
外 国 為 替 ９９３  金 融 派 生 商 品 ２７ 
 外 国 他 店 預 け ７０５  リ ー ス 債 務 ４４６ 
 買 入 外 国 為 替 １５  そ の 他 の 負 債 ３１２ 
 取 立 外 国 為 替 ２７３ 役 員 賞 与 引 当 金 ５ 
そ の 他 資 産 ５,４２２ 退 職 給 付 引 当 金 ２,３８１ 
 未 収 収 益 ９５８ 役員退職慰労引当金 ３２４ 
 金 融 派 生 商 品 ３２ 睡眠預金払戻損失引当金 ７７ 
 そ の 他 の 資 産 ４,４３１ 偶 発 損 失 引 当 金 ４０２ 
有 形 固 定 資 産 １６,０３９ 再評価に係る繰延税金負債 １,０８８ 
 建 物 ５,６３５ 支 払 承 諾 １,６５５ 
 土 地 ９,５７６ 負 債 の 部 合 計 ８２３,００８ 
 リ － ス 資 産 ４２４ （ 純 資 産 の 部 ）  
 その他の有形固定資産 ４０２ 資 本 金 ５,４８１ 
無 形 固 定 資 産 ５８６ 資 本 剰 余 金 １,４８７ 
 ソ フ ト ウ ェ ア ５８５  資 本 準 備 金 １,４８７ 
 その他の無形固定資産 ０ 利 益 剰 余 金 ２５,５８１ 
繰 延 税 金 資 産 ４,１６４  利 益 準 備 金 ３,９９３ 
支 払 承 諾 見 返 １,６５５  そ の 他 利益剰余金 ２１,５８８ 
貸 倒 引 当 金 △   ４,６１４   別 途 積 立 金 ２０,８３７ 
投 資 損 失 引 当 金 △      ３２   繰 越 利 益 剰 余 金 ７５１ 

  株 主 資 本 合 計 ３２,５５１ 
  その他有価証券評価差額金 １４２ 
  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △       ０ 
  土 地 再 評 価 差 額 金 １,０７２ 
  評価・換算差額等合計 １,２１４ 
  純 資 産 の 部 合 計 ３３,７６５ 

資 産 の 部 合 計 ８５６,７７４ 負債及び純資産の部合計 ８５６,７７４ 

第１９６期 決 算 公 告 
平成２３年６月３０日 

                                兵庫県豊岡市千代田町１番５号 
                             株式会社 但 馬 銀 行 
                             取締役頭取  倉 橋  基   
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損益計算書（               ） 

（単位：百万円）  
科     目 金         額 

       経 常 収 益    １６,８８７  
  資 金 運 用 収 益  １２,８２８    
   貸 出 金 利 息  １０,９２４    
   有 価証券利息配当金  １,８４１    
   コ ー ル ロ ー ン 利 息  ４６    
   預 け 金 利 息  １    
   そ の 他 の 受 入 利 息  １４    
  役 務 取 引 等 収 益  ２,３８４    
   受 入 為 替 手 数 料  ７２７    
   そ の 他 の 役 務 収 益  １,６５６    
  そ の 他 業 務 収 益  １,２１９    
   外 国 為 替 売 買 益  ６２    
   国 債 等 債 券 売 却 益  １,１５６    
   そ の 他 の 業 務 収 益  ０    
  そ の 他 経 常 収 益  ４５５    
   株 式 等 売 却 益  １１６    
   そ の 他 の 経 常 収 益  ３３９    
 経 常 費 用    １５,７０９  
  資 金 調 達 費 用  １,４９１    
   預 金 利 息  １,４７８    
   コ ー ル マ ネ ー 利 息  ０    
   借 用 金 利 息  ９    
   そ の 他 の 支 払 利 息  ３    
  役 務 取 引 等 費 用  １,４４８    
   支 払 為 替 手 数 料  １５４    
   そ の 他 の 役 務 費 用  １,２９４    
  そ の 他 業 務 費 用  ３    
   商 品有価証券売買損  ０    
   国 債 等 債 券 売 却 損  ３    
  営 業 経 費  １０,７０５    
  そ の 他 経 常 費 用  ２,０６０    
   貸 倒 引 当 金 繰 入 額  １,０８７    
   貸 出 金 償 却  ５０８    
   株 式 等 売 却 損  ２０    
   株 式 等 償 却  ２１１    
   そ の 他 の 経 常 費 用  ２３２    
 経 常 利 益    １,１７７  
 特 別 利 益    １４８  
   償 却 債 権 取 立 益  １４８    
 特 別 損 失    ５３  
   固 定 資 産 処 分 損  ５１    
   減 損 損 失  １    
 税 引 前 当 期 純 利 益    １,２７２  
 法人税､住民税及び事業税  ２３    
 法 人 税 等 調 整 額  ５２８    
 法 人 税 等 合 計    ５５１  
 当 期 純 利 益    ７２０  
      

 

平成２２年４月 １日から 
平成２３年３月３１日まで 
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個別注記表 

 
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

重要な会計方針 
 １．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 
 ２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法
人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものにつ
いては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

 ３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 ４．固定資産の減価償却の方法 
  (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）に
ついては定額法）を採用しております。 

    また、主な耐用年数は次のとおりであります。 
    建 物   ５年～５０年 
    その他   ２年～２０年 
  (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 
    無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内にお

ける利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 
  (3) リース資産 
    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年

数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるも
のは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

 ５．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
   外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
 ６．引当金の計上基準 
  (1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 
    破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及

びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書き
に記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大
きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除した残額に、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を乗じた額を計上し
ております。 

    上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上し
ております。 

    すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し
た資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

    なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証
による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、そ
の金額は３,６３０百万円であります。 

  (2) 投資損失引当金 
    投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、出資先等の財政状態等を勘案して必要と認められる

額を計上しております。 
  (3) 役員賞与引当金 
    役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業

年度に帰属する額を計上しております。 
  (4) 退職給付引当金 
    退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づ

き、必要額を計上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 
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    数理計算上の差異   各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

  (5) 役員退職慰労引当金 
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積

額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 
  (6) 睡眠預金払戻損失引当金 
    睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将

来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 
  (7) 偶発損失引当金 
    偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある

損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。 
７．リース取引の処理方法 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年４月１日前に開始する事業
年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

 ８．ヘッジ会計の方法 
   外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取

引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号）
に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替
変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象で
ある外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより
ヘッジの有効性を評価しております。 

 ９．消費税等の会計処理 
   消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有

形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 
 
会計方針の変更 
（資産除去債務に関する会計基準） 
  当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号平成 20 年３月 31 日）及び「資産
除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号平成 20 年３月 31 日）を適用しており
ます。 

  なお、これによる当事業年度の貸借対照表等に与える影響はありません。 
 
注記事項 
（貸借対照表関係） 
 １．関係会社の株式総額      ７５百万円 
 ２．貸出金のうち、破綻先債権額は２,９２９百万円、延滞債権額は１３,８３６百万円であります。 
   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又
は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分
を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96条
第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ
とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

 ３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権はありません。 
   なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 
 ４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は９７２百万円であります。 
   なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債
権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

 ５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１７,７３８百万円
であります。 

   なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 
 ６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計

士協会業種別監査委員会報告第 24 号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商
業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ
の額面金額は、３,５４６百万円であります。 
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７．担保に供している資産は次のとおりであります。 
担保に供している資産 

      有価証券   ２２,８６９百万円 
      貸 出 金   ２０,０００百万円 
    担保資産に対応する債務 
      預  金    １,０２７百万円 
      借 用 金   １３,０００百万円 
   上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券２３,５３４百万円を差し入れております。 
   また、その他の資産のうち保証金は９１８百万円であります。 
 ８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま
す。これらの契約に係る融資未実行残高は、２２９,２９４百万円であります。このうち原契約期間が１年以
内のものが２２８,５４１百万円あります。 

   なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず
しも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情
勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約
極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産
・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握
し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております｡ 

 ９．土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に
計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

    再評価を行った年月日   平成１０年３月３１日 
    同法律第３条第３項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公

布政令第 119 号）第２条第４号に定める方法に基づいて奥
行価格補正等の合理的な調整を行って算出。 

    同法律第 10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地
の再評価後の帳簿価額の合計額との差額     ２,８６４百万円 

 10．有形固定資産の減価償却累計額       １０,２４２百万円 
 11．有形固定資産の圧縮記帳額           ３５２百万円 
 12．１株当たりの純資産額            ４２２円７３銭 
 13．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 ４０百万円 
 14．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リー
ス契約により使用しております。 

  ・ リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 
    取得原価相当額 
     有形固定資産                ８８５百万円 
     無形固定資産                  －百万円 
     合計                    ８８５百万円 
    減価償却累計額相当額 
     有形固定資産                ６６４百万円 
     無形固定資産                  －百万円 
     合計                    ６６４百万円 
    期末残高相当額 
     有形固定資産                ２２１百万円 
     無形固定資産                  －百万円 
     合計                    ２２１百万円 
  ・ 未経過リース料期末残高相当額 
    １年内                    １４１百万円 
    １年超                     ７９百万円 
    合計                     ２２１百万円 
  ・ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 
    支払リース料                 ２２４百万円 
    減価償却費相当額               ２１０百万円 
    支払利息相当額                 １４百万円 
  ・ 減価償却費相当額の算定方法 
    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 
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  ・ 利息相当額の算定方法 
    リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 
 15．関係会社に対する金銭債権総額        １,７１２百万円 
 16．関係会社に対する金銭債務総額          ２８２百万円 
 
（損益計算書関係） 
 １．関係会社との取引による収益 
    資金運用取引に係る収益総額          ３８百万円 
    役務取引等に係る収益総額            ０百万円 
    その他業務・その他経常取引に係る収益総額   ３１百万円 
   関係会社との取引による費用 
    資金調達取引に係る費用総額          １０百万円 
    その他業務・その他経常取引に係る費用総額  ５１０百万円 
 ２．１株当たり当期純利益金額             ９円２銭 
 
（有価証券関係） 
  貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか､「商品有価証券」が含まれてお
ります。 

１．売買目的有価証券（平成 23 年３月 31 日現在） 

 
当事業年度の損益に含まれた評価差額 

（百万円） 

売買目的有価証券 △０ 

 ２．満期保有目的の債券（平成 23 年３月 31 日現在） 

 種  類 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

時  価 
（百万円） 

差  額 
（百万円） 

地方債 ５３,１４３ ５４,０８８ ９４５ 

社 債 ２,００２ ２,０３２ ２９ 
時価が貸借対照表
計上額を超えるも
の 

小 計 ５５,１４６ ５６,１２１ ９７４ 

地方債 １,３５１ １,３２７ △  ２３ 

社 債 ６９９ ６９６ △   ３ 
時価が貸借対照表
計上額を超えない
もの 

小 計 ２,０５１ ２,０２４ △  ２７ 

合  計 ５７,１９８ ５８,１４６ ９４７ 

 ３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成 23 年３月 31 日現在） 

 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

時  価 
（百万円） 

差  額 
（百万円） 

子会社・子法人等株式 － － － 

関連法人等株式 － － － 

合  計 － － － 

    （注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

子会社・子法人等株式 ７５ 

合  計 ７５ 

      これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 
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 ４．その他有価証券（平成 23 年３月 31 日現在） 

 種  類 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差  額 
（百万円） 

株 式 ３,２８４ ２,３７６ ９０８ 

債 券 ５７,７３７ ５７,２３９ ４９８ 

国 債 １８,６２２ １８,５２２ ９９ 

地方債 ２５,５５５ ２５,３１３ ２４１ 

社 債 １３,５６０ １３,４０３ １５７ 

その他 － － － 

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの 

小 計 ６１,０２２ ５９,６１５ １,４０６ 

株 式 ２,５２５ ３,１５４ △ ６２８ 

債 券 ４２,０８８ ４２,４２８ △ ３４０ 

国 債 ３３,００９ ３３,３０９ △ ３００ 

地方債 ５,５０７ ５,５２２ △  １５ 

社 債 ３,５７２ ３,５９６ △  ２４ 

その他 ７１６ ９１５ △ １９８ 

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの 

小 計 ４５,３３１ ４６,４９９ △１,１６７ 

合  計 １０６,３５４ １０６,１１５ ２３９ 

    （注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

株  式 １４９ 

そ の 他 ０ 

合  計 １５０ 

      これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 

   該当ありません。 

 

 ６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 

 
売却額 

（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株 式 ３０５ １０６ ０ 

債 券 ７１,３７６ １,１５６ ３ 

国 債 ６９,２８３ １,０７１ ３ 

地方債 － － － 

社 債 ２,０９２ ８５ － 

合 計 ７１,６８１ １,２６３ ３ 
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 ７．減損処理を行った有価証券 

   有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて
著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価を
もって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下「減損処理」という。
）しております。 
当事業年度における株式の減損処理額は、２１１百万円であります。 
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、決算日の時価が取得原価に比べて５０％以上下

落した場合、あるいは決算日の時価が取得原価に比べて３０％以上５０％未満下落したもののうち時価の回復
する見込みがない場合にはすべて減損処理を行っております。 

 
（金銭の信託関係） 
  該当ありません。 
 
（税効果会計関係） 
  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

 繰延税金資産   
  貸倒引当金 ２,２２４ 百万円 
  退職給付引当金 ９６７  
  減価償却費 １４８  
  その他 １,０３０  
 繰延税金資産小計 ４,３７１  
 評価性引当額 △ １０９  
 繰延税金資産合計 ４,２６１  
 繰延税金負債   
  その他有価証券評価差額金 △ ９７  
 繰延税金負債合計 △ ９７  
 繰延税金資産の純額 ４,１６４ 百万円 
   

 
（自己資本比率） 

  単体自己資本比率（国内基準）  １０．７２％ 
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連結計算書類の作成方針 
 
１．連結の範囲に関する事項 
（１）連結される子会社及び子法人等    ２社 
   ・但銀ビジネスサービス株式会社 
   ・但銀リース株式会社 
（２）非連結の子会社及び子法人等 
   該当ございません。 

２．持分法の適用に関する事項 
  該当ございません。 

３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 
  連結される子会社及び子法人等の決算日は、すべて３月末日であります。 

４．のれんの償却に関する事項 
  該当ございません。 

   
連結貸借対照表（平成２３年３月３１日現在） 

 
（単位：百万円） 

科    目 金    額 科    目 金    額 

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

現 金 預 け 金 １５,６４７ 預 金 ８００,０７８ 

コールローン及び買入手形 １７,７９２ 借 用 金 １３,０００ 

買 入 金 銭 債 権 ４３３ 外 国 為 替 １１ 

商 品 有 価 証 券 ７７ そ の 他 負 債 ５,０１９ 

有 価 証 券 １６３,５５２ 役 員 賞 与 引 当 金 ５ 

貸 出 金 ６３３,２６７ 退 職 給 付 引 当 金 ２,４０４ 

外 国 為 替 ９９３ 役員退職慰労引当金 ３２４ 

そ の 他 資 産 ８,１１８ 睡眠預金払戻損失引当金 ７７ 

有 形 固 定 資 産 １６,４４０ 偶 発 損 失 引 当 金 ４０２ 

 建 物 ５,６２０ 再評価に係る繰延税金負債 １,０８８ 

 土 地 ９,７５１ 支 払 承 諾 １,６５５ 

 リ ー ス 資 産 ６６６ 負 債 の 部 合 計 ８２４,０６９ 

 その他の有形固定資産 ４０２ （ 純 資 産 の 部 ）  

無 形 固 定 資 産 ５９９ 資 本 金 ５,４８１ 

 ソ フ ト ウ ェ ア ５８５ 資 本 剰 余 金 １,４８７ 

 リ ー ス 資 産 １２ 利 益 剰 余 金 ２５,７７６ 

 その他の無形固定資産 ０ 株 主 資 本 合 計 ３２,７４５ 

繰 延 税 金 資 産 ４,１９４ その他有価証券評価差額金 １４２ 

支 払 承 諾 見 返 １,６５５ 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △       ０ 

貸 倒 引 当 金 △   ４,６１１ 土 地 再 評 価 差 額 金 １,０７２ 

投 資 損 失 引 当 金 △      ３２ その他の包括利益累計額合計 １,２１４ 

  少 数 株 主 持 分 ９９ 

  純 資 産 の 部 合 計 ３４,０５９ 

資 産 の 部 合 計 ８５８,１２９ 負債及び純資産の部合計 ８５８,１２９ 

株式会社 但 馬 銀 行 
 取締役頭取 倉 橋  基 ○印 
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                平成２２年 ４月 １日から 
                平成２３年 ３月３１日まで 

（単位：百万円） 

科     目 金         額 

 経 常 収 益    １７,４９３  

  資 金 運 用 収 益  １２,７８９    

   貸 出 金 利 息  １０,８８６    

   有価証券利息配当金  １,８４０    

   コールローン利息及び買入手形利息  ４６    

   預 け 金 利 息  １    

   そ の 他 の 受 入 利 息  １４    

  役 務 取 引 等 収 益  ２,３８３    

  そ の 他 業 務 収 益  １,８９５    

  そ の 他 経 常 収 益  ４２４    

 経 常 費 用    １６,２２６  

  資 金 調 達 費 用  １,４９１    

   預 金 利 息  １,４７８    

   コールマネー利息及び売渡手形利息  ０    

   借 用 金 利 息  ９    

   そ の 他 の 支 払 利 息  ３    

  役 務 取 引 等 費 用  １,４４８    

  そ の 他 業 務 費 用  ５３７    

  営 業 経 費  １０,６８６    

  そ の 他 経 常 費 用  ２,０６２    

   貸 倒 引 当 金 繰 入 額  １,０８８    

   そ の 他 の 経 常 費 用  ９７４    

 経 常 利 益    １,２６６  

 特 別 利 益    １４８  

   償 却 債 権 取 立 益  １４８    

 特 別 損 失    ５３  

   固 定 資 産 処 分 損  ５１    

   減 損 損 失  １    

 税金等調整前当期純利益    １,３６１  

 法人税､住民税及び事業税  ５１    

 法 人 税 等 調 整 額  ５３７    

 法 人 税 等 合 計    ５８８  

 少数株主損益調整前当期純利益    ７７２  

 少 数 株 主 利 益    １８  

 当 期 純 利 益    ７５４  
      
 

連結損益計算書（              ） 
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連結注記表 

 
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

会計処理基準に関する事項 
 １．商品有価証券の評価基準及び評価方法 
   商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 
 ２．有価証券の評価基準及び評価方法 
   有価証券の評価は､満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証

券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法
により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により
行っております。 
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

 ３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 ４．減価償却の方法 
  (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 
    当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除

く｡）については定額法）を採用しております。 
    また、主な耐用年数は次のとおりであります。 
     建 物   ５年～５０年 
     その他   ２年～２０年 
    連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額

法により償却しております。 
  (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 
    無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並び

に連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 
  (3) リース資産 
    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、

リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保
証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

 ５．貸倒引当金の計上基準 
   当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 
   破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という｡）に係る債権及び

それと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という｡）に係る債権については、以下のなお書きに記
載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ
の残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認
められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除した残額に、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率
を乗じた額を計上しております。 
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上して

おります。 
   すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した

資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております｡ 
   なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証に

よる回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金
額は３,６３０百万円であります。 

 ６．投資損失引当金の計上基準 
   当行の投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、出資先等の財政状態等を勘案して必要と認めら

れる額を計上しております。 
７．役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会
計年度に帰属する額を計上しております。 

 ８．退職給付引当金の計上基準 
   退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基

づき、必要額を計上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 
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    数理計算上の差異   各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 
９．役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額
のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

 10．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 
  睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来
の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

 11．偶発損失引当金の計上基準 
   偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損

失を見積り、必要と認められる額を計上しております。 
 12．外貨建資産・負債の換算基準 
   当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
13．リース取引の処理方法 

   当行並びに連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開
始日が平成 20 年４月１日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の売買取引に準じた会計
処理によっております。  

 14．重要なヘッジ会計の方法 
   当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外

貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第
25 号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務
等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッ
ジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認するこ
とによりヘッジの有効性を評価しております。 

 15．消費税等の会計処理 
   当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。 
 
 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
（資産除去債務に関する会計基準） 
  当連結会計年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号平成 20 年３月 31 日）及び
「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号平成 20 年３月 31 日）を適用し
ております。 

  なお、これによる当連結会計年度の連結貸借対照表等に与える影響はありません。 
 
 
表示方法の変更 
（連結貸借対照表関係） 
  「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第５号平成 23 年３月 25 日）により改正された
「銀行法施行規則」（昭和 57 年大蔵省令第 10 号）別紙様式を適用し、前連結会計年度における「評価・換算差
額等」は当連結会計年度から「その他の包括利益累計額」として表示しております。 

 
 
（連結損益計算書関係） 
  当連結会計年度から「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第 41 号平成 22 年９月 21
日）により改正された「銀行法施行規則」（昭和 57 年大蔵省令第 10 号）別紙様式を適用し、「少数株主損益調
整前当期純利益」を表示しております。 
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注記事項 
（連結貸借対照表関係） 
 １．有価証券には、非連結子会社及び関連会社の株式を含んでおりません。 
 ２．貸出金のうち、破綻先債権額は２,９２９百万円、延滞債権額は１３,８３６百万円であります。 
   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又
は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分
を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96条
第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図るこ
とを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

 ３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権はありません。 
   なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 
 ４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は９７２百万円であります。 
   なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払
猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及
び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

 ５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１７,７３８百万円
であります。 

   なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 
 ６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計

士協会業種別監査委員会報告第 24 号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商
業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ
の額面金額は、３,５４６百万円であります。 

 ７．担保に供している資産は次のとおりであります。 
     担保に供している資産 
      有価証券   ２２,８６９百万円 
      貸 出 金   ２０,０００百万円 
    担保資産に対応する債務 
      預  金    １,０２７百万円 
      借 用 金   １３,０００百万円 
   上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券２３,５３４百万円を差し入れております。 
   また、その他資産のうち保証金は９１８百万円であります。 
 ８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、
契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま
す。これらの契約に係る融資未実行残高は、２２９,２９４百万円であります。このうち原契約期間が１年以
内のものが２２８,５４１百万円あります。 

   なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず
しも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありませ
ん。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行
申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、
契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行
内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております｡ 

 ９．土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、当行の事業用の土地の再評
価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債
の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

    再評価を行った年月日   平成１０年３月３１日 
    同法律第３条第３項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公

布政令第 119 号）第２条第４号に定める方法に基づいて、
奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出。 

    同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用
土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額     ２,８６４百万円 

 10．有形固定資産の減価償却累計額        １１,０９５百万円 
 11．有形固定資産の圧縮記帳額             ３５２百万円 
 12．１株当たりの純資産額              ４２５円１６銭 
 13．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額   ４０百万円 
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 14．当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。 
   退職給付債務              △２，５９７百万円 
   年金資産（時価）                 －      
   未積立退職給付債務           △２，５９７ 
   会計基準変更時差異の未処理額           － 

未認識数理計算上の差異            １９３      
未認識過去勤務債務（債務の減額）         －      

   連結貸借対照表計上額の純額       △２，４０４ 
      前払年金費用                － 
      退職給付引当金          △２，４０４ 
 
 
（連結損益計算書関係） 
 １．「その他の経常費用」には、貸出金償却５０８百万円、株式等償却２１１百万円を含んでおります。 
 ２．１株当たり当期純利益金額            ９円４４銭 
 ３．連結包括利益計算書における包括利益の金額は２１５百万円であります。 
 
（金融商品関係） 
１．金融商品の状況に関する事項 

  (1) 金融商品に対する取組方針 
    当行グループは、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務など銀行業を中心に事業を行っており、預金に

より調達した資金を取引先の企業や個人等に対する貸出金及び国内債券を中心とした有価証券により運用し
ております。貸出金は、安全性・収益性・成長性・公共性の基本原則に則り、地元の中小・零細企業や地方
公共団体の資金需要に対し適切に対応するとともに、個人ローンについては住宅ローンを中心に積極的に推
進することとしております。有価証券は、長期・安定的な利息収入を得ることを最重点とし、キャピタルゲ
インを目的とした短期投資は抑制することとしております。また、デリバティブ取引は、安定的な収益を確
保するためのリスクヘッジ取引として行うこととしております。 

  (2) 金融商品の内容及びそのリスク 
    当行グループが保有する金融資産は主として貸出金及び有価証券であり、金融負債は主として預金、借用

金であります。 
    貸出金は、地元の中小・零細企業に対する事業性貸出金、個人に対する住宅ローン及び地方公共団体向け

貸出金が大部分を占めておりますが、信用供与先の財務状況の悪化等による契約不履行によってもたらされ
る資産価値の減少ないし消失を被る信用リスクが存在しております。 

    有価証券は、主に国内債券及び国内株式により運用しておりますが、金利、株式価格、為替等のさまざま
な市場の変動により保有する有価証券の価値が変動する価格変動リスク及びそれぞれの発行体の信用リスク
が存在しております。 

    預金は、地元の個人顧客を中心として安定的な資金調達を行っておりますが、予期しない資金の流出等に
より必要な資金確保が困難となる流動性リスクが存在しております。 

    借用金は、日本銀行からの借入金により調達しておりますが、資金供給量が圧縮される場合などは、安定
した調達ができなくなる可能性があります。 

    また、金融資産と金融負債の金利又は期間のミスマッチが存在するなかで、金利が変動することにより資
産・負債の価値が変動あるいは収益が変動する金利リスクが存在しております。 

    デリバティブ取引は、主に外貨建金銭債権債務に係る将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で為
替予約取引を行っておりますが、取引相手先の債務不履行によってもたらされる信用リスクが存在しており
ます。 

  (3) 金融商品に係るリスク管理体制 
   ① 信用リスクの管理 
     当行グループは、「信用リスク管理方針」、「信用リスク管理規程」等の内部規程に従い、個々の与信

取引に係る信用リスクについては、与信限度額、貸出稟議、信用格付、抵当物件管理、経営改善指導など
与信管理に関する体制を整備し、営業店のほか審査部により管理しております。 

     また、貸出金全体の信用リスクについては、リスク統括部において、「信用リスク情報統合サービス
（ＣＲＩＴＳ）」を用いてリスク量を計測するとともに、特定業種、特定大口先に対する信用集中リスク
を算出し、それぞれ自己資本比率への影響度を把握することなどにより管理しております。 

     有価証券の発行体の信用リスクに関しては、経理部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うこ
とにより管理しております。 
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   ② 市場リスクの管理 
     当行グループは、「市場リスク管理方針」、「市場リスク管理規程」等の内部規程に従い、金利リスク、

価格変動リスクについては経理部においてバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）を用いてリスク量を把握
するとともに、マチュリティ・ギャップ分析及びシミュレーション分析により今後３年間の資金利益の変
動額を算出し金利リスクの影響額を管理しております。為替リスクについては、法人営業部において総合
外国為替ポジションを日々スクウェアとなるよう管理しております。 

     また、定期的に開催する「ＡＬＭ委員会」において、金利リスク、価格変動リスク、為替リスク等につ
いてリスクの計量・分析結果の報告を受け、市場リスク管理の適切性等について協議しております。 

     なお、当行の市場リスク量として使用しているＶａＲの算定にあたっては、分散共分散法（その他有価
証券は、保有期間３か月、信頼区間 99％、観測期間１年、その他有価証券以外は、保有期間１年、信頼
区間 99％、観測期間５年）を採用しており、平成 23 年３月 31 日における市場リスク量（損失額の推計
値）の合計は、５,１２４百万円であります。 

     ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測
しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があ
ります。 

   ③ 流動性リスクの管理 
     当行グループは、「流動性リスク管理方針」、「流動性リスク管理規程」等の内部規程に従い、経理部

において資金の運用・調達状況を日々把握し、資金ポジションの適切な管理を行うとともに、保有資産の
流動性の確保や調達手段の多様化を図ることなどにより管理しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 
平成 23 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参
照）。 

（単位：百万円） 

 
連結貸借対照表 

計上額 
時  価 差  額 

(1) 現金預け金 １５,６４７ １５,６４７ － 

(2) コールローン及び買入手形 １７,７９２ １７,７９２ － 

(3) 有価証券 １６３,４０２ １６４,３５０ ９４７ 

 ① 満期保有目的の債券 ５７,１９８ ５８,１４６ ９４７ 

 ② その他有価証券 １０６,２０３ １０６,２０３ － 

(4) 貸 出 金 ６３３,２６７   

  貸倒引当金(※) △   ４,６１１   

 ６２８,６５５ ６３１，１４７ ２，４９１ 

資 産 計 ８２５,４９７ ８２８，９３７ ３，４３９ 

(1) 預  金 ８００,０７８ ８００，９６７ ８８９ 

(2) 借 用 金 １３,０００ １３，０００ － 

負 債 計 ８１３，０７８ ８１３，９６７ ８８９ 

    (※) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 
 
（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 
(1) 現金預け金 

      満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。満期のある預け金については、預入期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

    (2) コールローン及び買入手形 
      コールローン及び買入手形は、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。 
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    (3) 有価証券 
      株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

また、投資信託については、公表されている基準価格によっております。 
    (4) 貸出金 
      貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行

後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計
額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定
期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。 

      また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込
額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から現
在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないもの

については、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるた
め、帳簿価額を時価としております。 

負 債 
(1) 預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしておりま
す。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ･フローを割り引いて現
在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いておりま
す。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額を時価としております。 

(2) 借用金 
借用金については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。 
 
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の

「資産(3)有価証券②その他有価証券」には含まれておりません。 
（単位：百万円） 

区    分 連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式(※１) １４９    

② 組合出資金(※２) ０    

合    計 １５０    

(※１) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら時価開示の対象とはしておりません。 

(※２) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるも
ので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

 
（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 １年以内 
１年超 
３年以内 

３年超 
５年以内 

５年超 
７年以内 

７年超 
10 年以内 

10 年超 

預 け 金 1,399 － － － － － 

コールローン及び買入手形 17,792 － － － － － 

有価証券 15,010 25,470 45,204 33,613 34,332 1,126 

 満期保有目的の債券 8,302 9,160 14,040 11,911 11,890 1,126 

 その他有価証券のう
ち満期があるもの 

6,708 16,310 31,164 21,702 22,442 － 

貸 出 金(※) 185,156 78,593 66,823 46,143 54,963 178,583 

合  計 219,358 104,064 112,027 79,756 89,295 179,710 

    (※) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない  
１６,７６４百万円、期間の定めのないもの６,２３６百万円は含めておりません。 
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（注４）借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 
（単位：百万円） 

 １年以内 
１年超 
３年以内 

３年超 
５年以内 

５年超 
７年以内 

７年超 
10 年以内 

10 年超 

預 金(※) 682,943 106,406 10,727 － － － 

借 用 金 13,000 － － － － － 

合  計 695,943 106,406 10,727 － － － 

    (※) 預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。 
 
 
（有価証券関係） 
  連結貸借対照表の「有価証券」のほか､「商品有価証券」が含まれております。 

１．売買目的有価証券（平成 23 年３月 31 日現在） 

 
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 

（百万円） 

売買目的有価証券 △０ 

 ２．満期保有目的の債券（平成 23 年３月 31 日現在） 

 種  類 
連結貸借対照表 

計上額 
（百万円） 

時  価 
（百万円） 

差  額 
（百万円） 

地方債 ５３,１４３ ５４,０８８ ９４５ 

社 債 ２,００２ ２,０３２ ２９ 
時価が連結貸借対
照表計上額を超え
るもの 

小 計 ５５,１４６ ５６,１２１ ９７４ 

地方債 １,３５１ １,３２７ △  ２３ 

社 債 ６９９ ６９６ △   ３ 
時価が連結貸借対
照表計上額を超え
ないもの 

小 計 ２,０５１ ２,０２４ △  ２７ 

合  計 ５７,１９８ ５８,１４６ ９４７ 

 ３．その他有価証券（平成 23 年３月 31 日現在） 

 種  類 
連結貸借対照表 

計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差  額 
（百万円） 

株 式 ３,２８４ ２,３７６ ９０８ 

債 券 ５７,７３７ ５７,２３９ ４９８ 

国 債 １８,６２２ １８,５２２ ９９ 

地方債 ２５,５５５ ２５,３１３ ２４１ 

社 債 １３,５６０ １３,４０３ １５７ 

その他 － － － 

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

小 計 ６１,０２２ ５９,６１５ １,４０６ 

株 式 ２,３７６ ３,００４ △  ６２８ 

債 券 ４２,０８８ ４２,４２８ △  ３４０ 

国 債 ３３,００９ ３３,３０９ △   ３００ 

地方債 ５,５０７ ５,５２２ △   １５ 

社 債 ３,５７２ ３,５９６ △    ２４ 

その他 ７１６ ９１５ △  １９８ 

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 

小 計 ４５,１８１ ４６,３４８ △１,１６７ 

合  計 １０６,２０３ １０５,９６４ ２３９ 
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 ４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 
   該当ありません。 

 ５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 

 
売却額 

（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株 式 ３０５ １０６ ０ 

債 券 ７１,３７６ １,１５６ ３ 

国 債 ６９,２８３ １,０７１ ３ 

地方債 － － － 

社 債 ２,０９２ ８５ － 

合 計 ７１,６８１ １,２６３ ３ 

 ６．減損処理を行った有価証券 
   有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて

著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価を
もって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理
」という。）しております。 
当連結会計年度における株式の減損処理額は、２１１百万円であります。 
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、連結会計年度末日の時価が取得原価に比べて５

０％以上下落した場合、あるいは連結会計年度末日の時価が取得原価に比べて３０％以上５０％未満下落した
もののうち時価の回復する見込みがない場合にはすべて減損処理を行っております。 

 
（金銭の信託関係） 
  該当ありません。 
 
（自己資本比率） 
  連体自己資本比率（国内基準）  １０．７６％ 


